
日本学術会議法人化準備委員会運営要綱

令 和 ７ 年 ８ 月 ２ ９ 日

日本学術会議第３８９回幹事会決定

（設置） 

第１ 日本学術会法人化準備委員会（以下「委員会」という。）は、日本学術会議会則第２

５条第１項に基づく委員会として幹事会に附置する。 

（任務） 

第２ 委員会は、法人化後の日本学術会議の組織体制やガバナンス等、法人化に伴い検討

が必要な事項について審議する。 

（組織） 

第３ 委員会は、会長、副会長、各部の２名の会員及び会員若干名をもって組織する。 

（設置期限）

第４ 委員会は、令和８年９月３０日まで置かれるものとする。 

（分科会） 

第５ 委員会に、次の表のとおり分科会を置く。分科会の設置期限は当該期末までとし、

委員長は適時に分科会の設置について幹事会に提案する。 

分科会 調査審議事項 構成 備考 

会員選任制度検

討分科会 

１．法人発足後の会員

選任制度の検討に関す

ること 

２．会長選考制度の検

討に関すること 

会長の指名する副

会長及び各部の２

名の会員 

設置期間：令和７年

８月 29 日～令和８

年９月 30日 

日本学術会議憲

章検討分科会 

日本学術会議憲章の見

直しに関すること 

会長の指名する副

会長及び各部の２

名の会員 

設置期間：令和７年

８月 29 日～令和８

年９月 30日 

自己資金検討ワ

ーキンググルー

プ 

自己資金獲得の方策及

び運用上のルールの検

討に関すること 

会長の指名する副

会長及び各部の１

名の会員 

設置期間：令和７年

８月 29 日～令和８

年９月 30日 

（庶務） 

第６ 委員会の庶務は、事務局各課・参事官の協力を得て、事務局企画課において処理す

る。 

（雑則） 

第７ この要綱に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、
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委員会が定める。 

附 則 

この決定は、決定の日から施行する。 




